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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１１月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１２月１５日 ０７時３５分ごろ 

発生場所 鹿児島県薩摩
さ つ ま

川内
せんだい

市川内港内 

 川内港南防波堤灯台から真方位１０８°１,６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３１°５１.０′ 東経１３０°１１.９′） 

事故調査の経過  平成２４年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油送船 扇
せん

澪
れい

丸、４９９トン 

１３３０４１、センコー株式会社、芝興マリン有限会社（船舶

借入人） 

６５.００ｍ×１０.００ｍ×４.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成４年５月２日 

Ｂ 押船 第十福
ふく

丸、１７トン 

   ２９５－２９１５９鹿児島、株式会社植村組 

   １１.９３ｍ（Lr）×５.００ｍ×１.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１３６kＷ、昭和６３年８月 

Ｃ バージ 台
だい

船
せん

一号、２２９トン 

   なし、株式会社植村組 

   ２７.０ｍ×１２.０ｍ×２.０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和６１年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

四級海技士（航海）（旧就業範囲） 

 免 許 年 月 日 昭和４１年６月３日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２１年８月１２日 

 免状有効期間満了日 平成２６年１１月１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年８月２５日 

    免許証交付日 平成２０年１０月１７日 

           （平成２６年８月２４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首ステム材に凹損 

Ｂ なし 

Ｃ 船首に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、川内港において、船長Ａほか５人が乗り組み、船長Ａが単

独で操船を行い、霧による視界制限状態の中、平成２４年１２月１５

日０７時２０分ごろ防波堤内の錨地を抜錨し、法定灯火を点灯してい

たものの、霧中信号を行わず、荷揚げ岸壁のある内港の船
ふな

間島
ま じ ま

地区に

通じる可航幅が約２００ｍの水路（以下「本件水路」という。）に向

け、約３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）として手動操

舵で東進し始めた。 

 船長Ａは、レーダーを作動させていたが、目視で霧の中から現れる

岸壁や導流堤を確認して航行するつもりであり、レーダーによる見張

りを行わずに航行した。 

 船長Ａは、本件水路西方で本件水路を出航して来た引船列（以下

「Ｄ船引船列」という。）と擦れ違った後、本件水路西口の北側岸壁

角を認めて右転を行い、南側の導流堤が視認できたので、導流堤に沿

って本件水路へ入航するために左転したとき、Ｂ船船首をＣ船船尾に

ワイヤロープで連結した押船列（以下「Ｂ船押船列」という。）を船

首方至近に視認し、機関を全速力後進にかけて右舵一杯を取ったもの

の、０７時３５分ごろ、川内港南防波堤灯台から真方位１０８° 

１,６５０ｍ付近において、Ａ船の船首とＢ船押船列のＣ船船首とが

衝突した。 

 Ｂ船押船列は、川内港内の防波堤工事に従事するため、船長Ｂが単

独でＢ船に乗り組み、Ｃ船に作業員１人を乗せ、０７時１０分ごろ霧

による視界制限状態の中、船間島地区の岸壁を離れ、約３kn の速力と

して手動操舵で本件水路を西進し始めた。 

 船長Ｂは、レーダーで本件水路西口の北側岸壁西方沖のＡ船を探知

したものの、同岸壁に着岸する船舶であると思い、その後、レーダー

でＡ船に対する見張りを行わず、右舷側の陸岸及び左舷側の導流堤と

の距離を目測しながら、航行を続けた。 

船長Ｂは、船首方至近に本件水路を斜航して導流堤に接近するＡ船

を視認し、クラッチを中立とした後、後進としたが、Ａ船が左転しな

がら、Ｂ船押船列に接近を続け、Ｃ船船首とＡ船船首が衝突した。 

船長Ｂは、衝突時に胸が舵輪に当たって痛みを感じたので、受診し

たところ、左肋軟骨骨折と診断された。 

船長Ａは、荷揚げ岸壁に着けた後、海上保安庁に連絡し、船長Ｂ

は、本件水路内の漁協岸壁南に着けた後、それぞれ事後処理を行っ

た。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 北北東、風力 １、視程 約２００ｍ 
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 海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 濃霧注意報が薩摩川内市に発表中であった。 

 その他の事項 Ａ船は、Ｃ重油約１,０００kℓを積載し、船間島の岸壁で荷揚げを

予定していた。 

Ａ船は、運航基準において、 

（発航の可否判断） 

第２条 船長は発航前に運航の可否判断を行い港内の気象 

・海象が次に掲げる条件のいずれかに達しているとき

は、発航を中止しなければならない。 

－略－ 

（３）視程が「SK-100A 運航基準別表－１」以下の時 

但し、船長は、気象・海象、地形等の状況を勘案して総

合的な判断により発航することができる。 

と規定され、発航中止の視程の条件は１,０００ｍ以下とされてい

た。 

Ｂ船押船列は、先航したＤ船引船列と共に港内岸壁から防波堤工事

現場までの生コンクリートの輸送等に従事する予定であった。 

Ｂ船押船列及びＤ船引船列の作業に関し、作業の中止基準は決めら

れていなかったが、川内港における船舶の霧中時の安全航行につい

て、他船の入港状況を１週間前及び１日前に確かめること、見張り員

を増員した上でレーダーを使用して２kn の速力で航行すること、Ｄ船

引船列を先航させて入航船の情報を連絡することなどを申し合わせて

いた。 

 船長Ｂは、先航したＤ船引船列から携帯電話でＡ船の入航情報を得

たものの、本件水路に入航して来る船とは理解しなかった。 

 両船は、汽笛を装備していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった川内港において、内港に向かお

うとして本件水路に入航中、船長Ａが、目視で岸壁や導流堤を確認す

るつもりであり、レーダーで見張りを行っていなかったことから、Ｂ

船押船列と衝突したものと考えられる。 

船長Ａが、運航基準を遵守して抜錨せず、発航を中止していれば、

本事故の発生を防止できたものと考えられる。 

 Ｂ船押船列は、霧で視界制限状態となった川内港において、内港か

ら本件水路を出航中、船長Ｂが、レーダーで本件水路西口の北側岸壁

西方沖のＡ船を探知したものの、同岸壁に着岸する船舶であると思

い、その後、レーダーでＡ船に対する見張りを行っていなかったこと
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から、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂが、Ｄ船引船列からの入航船の情報について、船間島地区へ

入航することを理解していれば、本事故の発生を防止できた可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、霧で視界制限状態となった川内港において、Ａ船が内港

に向かおうとして本件水路に入航中、Ｂ船押船列が内港から本件水路

を出航中、船長Ａがレーダーで見張りを行っておらず、また、船長Ｂ

が、レーダーで本件水路西口の北側岸壁西方沖のＡ船を探知したもの

の、同岸壁に着岸する船舶であると思い、その後、レーダーでＡ船に

対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界の状況、付近の船舶の状況を考慮し、レーダーを適切に使用

すること。 

・視界制限状態にある水域又はその付近を航行する場合には、音響

信号（霧中信号）を実施すること。 

 


